
鹿沼市新型コロナウイルス感染症対策経営強化補助金
市では、新型コロナウイルス感染症対策として、新たな事業に取り組むほか、ビジネス環

境の整備など新たな事業スタイルに挑戦する市内の事業者の皆さんを支援します。

交付対象者
市内に本社等を有し（法人であれば登

記、個人事業主等であれば住民登録）、

市内に事業所を有する者

（一部を除く）

補助額

対象経費の2/3以内で上限10０万円

必要書類

必要書類 内容等

補助金等交付申請書 様式第１号

補助事業等実施計画書 様式第２号

補助事業等収支内訳書 様式第３号

事業所の所在地や
事業内容を記載した書類

法人：履歴事項全部証明書

個人：開業届、確定申告書（収受印の押してある
もの）

事業実施場所がわかるようなもの 事業所の平面図又は立面図

改修工事等を行う箇所の工事施工前の
写真及び購入する備品等のカタログ

改修工事、備品購入等の場合のみ

補助対象経費に係る見積書等 証明印のあるものに限ります

市税完納証明書 申請者の市税完納証明書

本人確認書類
申請者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類
の 写し（運転免許証、マイナンバーカード、健
康保険証、住民票のいずれか）

同意書兼宣誓書 様式第４号

対象経費

新型コロナウイルス感染症に対応した新たな取り組みやビジネス環境の整備等の取り組み

例）インターネット販売などオンラインを活用したサービスや販売の取り組み

キャッシュレス決済の導入

ＢＣＰ（事業継続計画）策定

感染症対策のための改修工事、備品購入費用

補助金等の申請、実績報告に係る書類作成代行費用 など

※注意事項
・本補助金は事前申請型となっております。既に実施しているものについては対象となり
ませんので、ご注意ください。

・令和3年3月31日までに完了する事業に限ります。



【提出・お問合せ先】

鹿沼市今宮町１６８８－１ 鹿沼市役所新館5階

鹿沼市 経済部 産業振興課 商工振興係
TEL６３－２１８２
FAX６３－２１８９

≪交付対象者≫

１【中小法人等の場合】 次のいずれの要件にも該当する者

・市内に本社等を有し、事業所（店舗・オフィス・工場等）を有する者

・市税の滞納がない者

・資本金の額又は出資の総額（基本金を有する法人にあっては基本金の額とする）が１０億円未満である
者。（資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下で
あること）

・会社及び会社に準ずる営利法人である者

２ 【個人事業者等の場合】 次のいずれの要件にも該当する者

・市内に住民登録しており、事業所を有する者

・市税の滞納がない者

●不給付要件 ※以下の要件に該当する方は対象外です。
・同一の内容の事業について、国・県・市が助成（国・県・市以外の機関が、国から受けた
補助金等により実施する場合も含む）する他の制度と重複して申請する者

・医療、福祉、公務、農業（系統出荷による収入のみである場合のみ。また林業・漁業も同
様とする）従事者

・公共法人 ・性風俗関連特殊営業等を行う者 ・政治団体、宗教上の組織または団体
・暴力団、またはその密接関係者
・非営利法人 等

補助対象となりうる者 補助対象にならない者

・会社及び会社に準ずる営利法人
（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特
例有限会社、企業組合・協業組合）

・個人事業主（商工業者等）

※本補助金における商工業者等とは商業（卸売業・
小売業等）、サービス業（宿泊業・娯楽業・旅館
業等）、製造業、農業、その他（ソフトウェア
業・情報処理サービス業・建設業・運輸業等）

・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者（個人
の林業・水産業者についても同様）

・協同組合等の組合（企業組合・協業組合を除く）
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・学校法人
・宗教法人 ・農事組合法人
・NPO法人 ・社会福祉法人
・任意団体等


